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�愛媛県告示第２２０号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条

の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士と

して採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の

募集期間を次のとおり告示する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 男子（平成１９年度３・４月採用分（追加募集））

平成２０年２月２５日（月）から

３月７日（金）まで

�愛媛県告示第２２１号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士

として採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のと

おり定める。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成２０年３月８日（土）
松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２０２００２７１ 社会福祉法人で・ふ・
か

今治市旭町一丁目４－
１０ 真 鍋 誠 子 共同生活援助 うっとこ 今治市片山四丁目６－

２３
平成２０年
２月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１９４０号 平成２０年２月２２日

平成２０年２月２２日金曜日 第１９４０号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第２２３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第８条第４項の規定により県が述べた意見の概要は、次のとおりである。

当該意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労政課並びに松前町役場において告示の日から１月

間縦覧に供する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２４号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２０年１月２５日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年６厘

２～７ 省略 ２～７ 省略

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地 意見の概要

フジグラン松前Ａ
フジグラン松前Ｂ
フジグラン松前Ｃ

伊予郡松前町筒井茶屋分８３
２－１ 外

来店客の集中による周辺道路での交通渋滞の影響が懸念されるため、交通渋滞を緩和するための
対策を講じること。

愛 媛 県 報平成２０年２月２２日 第１９４０号
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�愛媛県告示第２２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市上林土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・於検校地区）の施行

を平成２０年２月１３日認可した。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市下林下土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・佐川地区）の施行を

平成２０年２月６日認可した。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、東温市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地

改良事業（かんがい排水）・丁字ヶ谷地区）の施行に平成２０年２月

６日同意した。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２２８号
愛南町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・広見地区）の施行は、適当と認められるの

で、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を

縦覧に供する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

広見地区）計画書の写し

� 愛南町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年２月２５日から３月２４日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場

�������
�愛媛県告示第２２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、四国中央市土居町土地改良区から次のとおり土地改良事業

の工事が完了した旨の届出があった。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定

により、四国中央市三島土地改良区から次のとおり土地改良事業の

工事が完了した旨の届出があった。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３１号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づく次の生産事業者の登録を抹消した。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３２号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２０年１月２５日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 藤原地区 平成１９年１１月３０日

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

県単独補助土地改良事業（か
んがい排水） 八反地地区 平成１９年１０月３１日

登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

３４０ 和 田 善 計 温泉郡川内町大字南方
２６００－６

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木育
成

和 田 善 計 温泉郡川内町大字南方
２６００－６

愛 媛 県 報平成２０年２月２２日 第１９４０号

１１１



改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘

年４

厘

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年６

厘

年６

厘

愛 媛 県 報平成２０年２月２２日 第１９４０号
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�愛媛県告示第２３３号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（今治地方局管内）

大三島加入区

�������
�愛媛県告示第２３４号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１６年２月愛媛県告示第３５１号）による保険

に付すべき義務は、平成２０年２月２１日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（今治地方局管内）

大三島加入区

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘

年４

厘

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年６

厘

年６

厘

８ 省略 ８ 省略

愛 媛 県 報平成２０年２月２２日 第１９４０号
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�愛媛県告示第２３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字土ノ峠コヲゲタ３４８番１から

同字３４８番２０まで

旧 ２５．１～３９．４ ０．０７２

新 ３２．２～４７．２ ０．０７２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線
新居浜市大永山字土ノ峠コヲゲタ３４８番１から

同字３４８番２０まで
平成２０年２月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石鎚伊予小松停車場線
西条市氷見字長谷丁７１番５から

同字丁７５番８まで

旧 ２７．１～３２．４ ０．０１８

新 ３０．１～３４．２ ０．０１８

〃 〃 西条市氷見字長谷丁７５番９

旧 ８．３～１２．７ ０．００７

新 ８．３～１２．７ ０．００７

〃 〃
西条市氷見字長谷山丁４４番２から

同字丁４３番５まで

旧 ４９．１～５９．０ ０．０１２

新 ５９．０～６６．４ ０．０１２

〃 〃 西条市氷見字椀山丁４番３０

旧 ３．９～５．５ ０．０１５

新 ６．７～９．９ ０．０１５

〃 〃 西条市氷見字椀山丁４番１７

旧 ３６．２～３７．２ ０．００５

新 ３７．２～３９．２ ０．００５

愛 媛 県 報平成２０年２月２２日 第１９４０号

１１４
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�愛媛県告示第２３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２４１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石鎚伊予小松停車場線
西条市氷見字長谷丁７１番５から

同字丁７５番８まで
平成２０年２月２２日

〃 〃 西条市氷見字長谷丁７５番９ 〃

〃 〃
西条市氷見字長谷山丁４４番２から

同字丁４３番５まで
〃

〃 〃 西条市氷見字椀山丁４番３０ 〃

〃 〃 西条市氷見字椀山丁４番１７ 〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城川梼原線
西予市城川町窪野３９２２番３から

同町窪野３９２８番２まで
平成２０年２月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町大平１３９８番１から

同町大平１２７９番１地先まで

旧 ５．０～１７．５ ０．２７５

新 １２．０～２６．５ ０．２７５

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第５７号

平成２０年２月８日
伊予郡松前町大字浜字一町六反８５２番１

伊予郡松前町大字筒井１０１１番地

黒 田 �

愛 媛 県 報平成２０年２月２２日 第１９４０号

１１５



�愛媛県告示第２４２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予郡松前町大字筒井字野津子６８５番３、６８５番５、６８５番６、

６８５番１５及び６８５番１６

２ 申請人の住所氏名

伊予郡松前町大字筒井１０５９番地２

山口 俊郎

松山市三番町１丁目８番地３

森田 薫

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第２４３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

伊予郡砥部町高尾田２４８番

２ 申請人の住所氏名

松山市清水町三丁目２０１番地３

コウテイ建設株式会社 代表取締役 西原 哲弘

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第２４４号
計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により、宇和

島市、八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡内子町、西宇和郡伊方町、

南宇和郡愛南町、北宇和郡鬼北町及び北宇和郡松野町の特定計量器

の定期検査を次のように実施する。ただし、特定計量器検定検査規

則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項各号に規定する特

定計量器の検査は、平成２０年４月１日から１２月２６日までの間におい

て実施する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 日 時 検 査 場 所 検 査
区 域

対象となる
特定計量器

平成２０年
４月７日

午前１１時 から
午後３時 まで 三崎公民館 非自動はかり

（計量法施行
令第５条第１
号又は第２号
に掲げるもの
及び同政令附
則別表第２に
掲げるものを
除く。）
分銅
定量おもり
定量増おもり

〃 ８日午前１１時 から
午後３時 まで 瀬戸町民センター

伊 方 町
〃 ９日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで

伊方町役場町見支
所

〃 ９日午後１時 から
午後３時 まで 伊方町民会館

〃１０日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市役所保内
庁舎

〃１１日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
八幡浜市役所日土
出張所

〃１１日午後１時 から
午後３時 まで

八幡浜市役所八幡
浜庁舎

〃１４日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
ＪＡ西宇和川上共
選場

〃１４日午後１時 から
午後３時 まで

ＪＡ西宇和真穴共
選場 八 幡 浜 市

〃１５日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市総合福祉
文化センター

〃１６日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 千丈地区公民館

〃１６日午後１時 から
午後３時 まで 神山地区公民館

〃１７日午前１０時３０分から午後３時 まで
八幡浜市役所八幡
浜庁舎

５月７日午前１０時３０分から午後３時 まで
宇和島市役所三間
支所

〃 ８日午前１０時３０分から午前１２時 まで
ＪＡえひめ南玉津
支所

〃 ８日午後１時３０分から午後３時 まで
ＪＡえひめ南奥南
支所

〃 ９日午前１０時３０分から午後３時 まで 吉田公民館

〃１２日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 津島町商工会

〃１２日午後１時 から
午後３時 まで 岩松公民館

〃１３日午前１０時 から
午前１１時 まで 御槇公民館

〃１３日午後１時 から
午後２時３０分まで 下灘公民館

〃１４日午前１０時３０分から午後３時 まで
市立勤労青少年ホ
ーム

〃１５日午前１０時３０分から午後３時 まで 市立図書館
宇 和 島 市

〃１６日午前１０時３０分から午前１２時 まで 市立図書館

〃１９日午前１１時 から
午前１２時 まで

ＪＡえひめ南下波
支所

〃１９日午後２時 から
午後３時３０分まで

宇和島市役所宇和
海支所

〃２０日午前１０時 から
午前１１時 まで

定期船待合所（日
振島ポケットパー
ク）

〃２０日午後１時 から
午後２時 まで

ＪＡえひめ南宇和
海第二支所

〃２０日午後２時３０分から午後３時３０分まで
ＪＡえひめ南嘉島
出張所

〃２１日午前１０時 から
午前１１時 まで

ＪＡえひめ南久島
支所

〃２１日午後２時 から
午後３時３０分まで

ＪＡえひめ南来村
支所

〃２２日午前１０時３０分から午後３時 まで 宇和島市役所

〃２３日午前１０時３０分から午後３時 まで 宇和島市役所

６月２日午前１１時 から
午後３時 まで

松野町山村開発町
民センター 松 野 町

〃 ３日午前１１時 から
午後２時３０分まで

鬼北町役場日吉支
所

〃 ４日午前１１時 から
午後３時 まで 中央公民館 鬼 北 町

〃 ５日午前１１時 から
午後２時 まで 中央公民館

〃 ９日午前１１時 から
午後３時 まで

愛南町役場内海支
所

〃１０日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 福浦公民館

〃１０日午後１時 から
午後３時 まで 西海町民会館

〃１１日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

愛南漁業協同組合
深浦本所 愛 南 町

〃１１日午後１時 から
午後３時 まで

愛南町役場一本松
支所

〃１２日午前１０時 から
午後３時 まで 城辺社会福祉会館

〃１３日午前１０時 から
午後２時 まで 御荘文化センター

９月１日午前１１時 から
午後３時 まで

西予市明浜町民会
館

〃 ２日午前１１時 から
午後３時 まで 西予市狩江公民館

〃 ３日午前１１時 から
午後３時 まで 西予市俵津支所
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公 告

県議会告示

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２０年２月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県議会告示第１号
愛媛県議会傍聴規則（昭和２４年９月愛媛県議会告示第４号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２０年２月２２日

愛媛県議会議長 横 田 弘 之

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができ

ない。

� 傘、つえ、棒、げた、凶器その他危険と認められる物品を所

持する者。ただし、つえを所持することが病気その他の理由に

よりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

� 異状の服装をした者、又は酒気を帯び、めいていしている

者

� げたを履いている者

� 旗、のぼり、ビラ、掲示板、プラカード等名目及び形状のい

かんを問わずこれらのものを所持する者

第７条 次の各号の一 に該当する者は 傍聴することができ

ない。

� 兇器 その他危険と認められる物品を所

持する者。

� 異状の服装をした者、又は酒気を帯び、めいていしている

者。

� 旗、のぼり、ビラ、掲示板、プラカード等名目及び形状の如

何 を問わずこれらのものを所持する者。

〃 ４日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
三瓶農村研修セン
ター

〃 ４日午後１時３０分から午後３時 まで
西予市三瓶北公民
館

〃 ５日午前１０時３０分から午後３時 まで
西予市三瓶総合支
所 西 予 市

〃 ８日午前１１時 から
午前１２時 まで 西予市惣川支所

〃 ９日午前１０時３０分から午後３時 まで 西予市野村公会堂

〃１０日午前１０時３０分から午後２時３０分まで
西予市総合センタ
ーしろかわ

〃１１日午前１０時３０分から午後３時 まで
西予市宇和文化会
館

〃１２日午前１０時３０分から午後２時 まで
西予市宇和文化会
館

１０月１日午前１０時 から
午前１１時３０分まで

ＪＡ愛媛たいき大
瀬支所

〃 １日午後１時 から
午後３時 まで 内子町分庁舎

〃 ２日午前１０時 から
午後３時 まで 内子町分庁舎

〃 ３日午前１０時 から
午後３時 まで 内子町役場 内 子 町

〃 ６日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
ＪＡえひめ中央田
渡支所

〃 ６日午後１時 から
午後２時３０分まで

ＪＡえひめ中央参
川支所

〃 ７日午前１０時３０分から午後２時 まで
内子町小田林業セ
ンター

〃 ８日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 櫛生連絡所

〃 ８日午後１時 から
午後３時 まで 白滝連絡所

〃 ９日午前１０時 から
午後３時 まで

大洲市役所長浜支
所

〃１０日午前１０時 から
午前１１時３０分まで 八多喜連絡所

〃１０日午後１時３０分から午後３時 まで 上須戒連絡所

〃１４日午前１０時 から
午前１２時 まで 菅田連絡所 大 洲 市

〃１４日午後１時３０分から午後３時 まで 新谷連絡所

〃１５日午前１１時 から
午後２時 まで

河辺基幹集落セン
ター

〃１６日午前１０時３０分から午後３時 まで
大洲市役所肱川支
所

〃１７日午前１０時 から
午後３時 まで 大洲市民会館

〃２０日午前１０時 から
午後３時 まで

大洲市総合福祉セ
ンター

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２０年２月１３日 ＮＰＯ法人ＩＮＶＩＳＩＢＬＥ 酒 井 あ い 東温市南方１３６５番地１ この法人は、社会に存在する有形無形のバリア
を解消し、障害のある人たちの社会参加活動・
生涯学習活動を支援する事業をとおし、誰もが
いきいきと暮らすことの出来る社会の実現に取
り組むことで、公益に寄与することを目的とす
る。
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公営企業告示

� マイク、録音機、写真機、映写機その他これらに類するもの

（携帯電話及びＰＨＳを除く。）を所持する者。ただし、第３

条の規定により傍聴章の交付を受けた者については、この限り

でない。

� 笛、ラッパ、太鼓その他 楽器の類又はラジオ、拡声器その

他これらに類するものを所持する者

� その他議長において議場の秩序維持のため必要を認める者

第８条 傍聴人は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

�～� 省略

� 帽子、外とう及び襟巻の類を着用しない こと。

ただし、病気その他の理由によりやむを得ないと認められる場

合は、この限りでない。

� 携帯電話及びＰＨＳの電源を切ること。

�～� 省略

� 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類

を所持する者。

� その他議長において議場の秩序維持のため必要を認める者。

第８条 傍聴人は次の各号の 事項を厳守しなければならない。

�～� 省略

� 帽子、外套 及び襟巻の類を着用又は下駄をはかないこと。

� 傘、杖、棒及び下駄等を携帯しないこと。

�～� 省略

�愛媛県公営企業告示第１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年２月２２日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

体外衝撃波結石破砕装置 一式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２０年２月７日
共和医理器株式会社愛
媛支店
愛媛県松山市来住町１２
７７－１

３９，９００，０００円 一般競争入札 平成１９年１２月２８日

平成２０年２月２２日 発行
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